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まん延防止等重点措置（６月 21 日～７月 11 日）の適用等について 

 

 

平素は、本県の高齢者福祉行政の推進及び感染拡大防止対策に御理解と御協力

をいただき厚くお礼申し上げます。 

さて、新型コロナウイルス感染症への対応については、今般、６月 20 日に緊急

事態宣言の期間が到来し、本県は緊急事態措置区域の指定が解除されますが、引

き続き、感染収束に向けた取組を行うため、６月 21 日から７月 11 日までを期間

としてまん延防止等重点措置を実施していくこととしています。 

現在、県内の高齢者施設等では、利用者や従事者に向けたワクチンの接種が進

んでいますが、国内では１回目の接種が完了した高齢者施設等でのクラスター事

例も報道されるなど、引き続きの感染防止対策の徹底が重要です。 

つきましては、引き続き「新型コロナウイルス感染症に係る兵庫県対処方針」

及びこれまでの通知等に加え、下記についても御参照いただき、基本的な感染防

止対策（マスク、消毒、換気等の徹底、密な状態の回避 等）、職員や利用者の体

調管理の徹底、検査の積極的な活用など、感染防止対策を厳重に徹底した上での

事業の実施をお願いいたします。 

 

記  
○ クラスターが発生した施設等に派遣された感染症管理の専門家による指摘事

例（チェックリスト版【別添】）の共有について 

本県では、高齢者施設等で感染者やクラスターが発生した場合に大学教授や

感染管理認定看護師等の感染症管理の専門家を派遣し、ゾーニングや感染拡大

防止の助言等を行う取組を実施しています。 

いわゆる「第４波」の下では、感染力の強いとされる変異株が流行する中で、

本県でも多くの高齢者施設等でクラスターが発生し、専門家の方には多くの施

設等に支援に入っていただきましたが、実際にクラスターが発生した施設等で

専門家の方からいただく指摘の多くには、施設等に共通してみられる“感染拡

大につながる要素”があります。 
今般、改めて、専門家の方からも御助言いただき、クラスターが発生した施設

等で実際に感染拡大防止の観点から指摘のあった主な事項をチェックリスト版

としてまとめましたので、施設等内での取組の参考として活用いただきますよ

うお願いいたします。 



（参考）新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症に係る兵庫県対処方針（抄） 

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症に係る兵庫県対処方針（抄） 

４ 社会福祉施設 

(1) 高齢者施設、障害者施設等 

 ①職員 

○高齢者、障害者など特に支援が必要な方々の居住や支援に係るすべての関係施設・事業所について、
感染経路の遮断（手指消毒、マスク着用、換気の徹底）及び感染防止対策を厳重に徹底した上で
の事業実施を要請する。 

○各施設団体からも注意喚起を行うとともに、「５つの場面」等を解説した動画を作成の上配布し、職員
等に対する研修に活用するとともに、施設の職員等及び施設等と関わりのある従業員に対して不要不
急の外出の自粛等の徹底を要請する。 

○感染管理認定看護師等の派遣等による感染症対策研修を実施する。 

○職員の日々の健康管理（体温測定、発熱した場合の出勤停止）を徹底し、施設内での感染等が疑
われる事案が発生した場合は、保健所に連絡する。 

 ②利用者 

○面会者からの感染を防ぐため、自宅と施設間でのオンライン面会等を活用し、直接面会については、緊
急の場合を除き中止することを要請する。実施する場合も、回数・人数の制限や感染防止対策を厳重
に徹底する。 

○原則、利用者の外泊・外出の自粛を要請する。利用者及び家族の QOL を考慮して外泊や外出を実
施する場合は、手指消毒やマスク着用等感染防止対策の徹底を要請する。 

 ③施設等への支援 

○退院後の社会福祉施設への円滑な受入を促進するため、退院基準満了証明の交付や受入施設への
支援金（１名受入あたり 10 万円）を支給する。 

○入所者が感染した場合、入院又は宿泊施設での療養を原則とするが、患者の状況や入院調整の状況
等によっては、当該施設において療養することもあり得る。このため、やむを得ず施設内療養を行った施設
等に対し、医師の配置等、適切な健康管理体制の確保に必要な経費を健康管理支援事業（施設
内療養者１人あたり 25 万円）として支援する。また、感染拡大対策に必要なかかり増し経費をサービ
ス継続支援事業（施設内療養者１人あたり 15 万円）として支援する。 

○訪問介護等既に利用中のサービスがある場合は、当該サービス提供事業所によるサービス継続等により
支援する。新たにサービスが必要となる場合には、市町、介護支援専門員、相談支援専門員、訪問看
護・介護事業者等関係者が連携し、必要なサービスを提供する。いずれの場合も、必要となるかかり増
し経費に加え、協力金を支給する。 

    ・１日あたり協力金 訪問看護 52,000 円 訪問介護 38,000 円 等 

○概ね２ヶ月分のマスク、消毒液等の使用量確保を図ったうえで、さらに概ね２ヶ月分の使用量相当を県
において保管する。 

○感染者が発生した場合の基本的対応方針を定め、施設内感染を防ぐための仕組みを整備する。また、
感染者が発生し、職員が不足する施設向けに、協力施設等からの職員派遣等の仕 組みを運用す
る。 

○感染拡大防止対策に資する衛生用品の確保や外部専門家等による研修等の支援を行う。特に、従
来型施設（多床室）を中心に個別訪問による研修・助言を強化する。また、施設等への専門家派遣
時の指導内容について、わかりやすく情報発信を行う。 
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